
書式第 12号 (法第 28条関係)

事 業 報 告 用

令和 4 年度 事 業 報 告 書

自己担望壁璽壁込__圭ヨ琶己窒量壁堕ユニ

1 事業の成果

令和 4年 9月 1よ り令和 5年 8月 31日 の間、北区王子地区の経済的に恵まれない子供たちに食事の

提供と、居場所づくりと併せて個別的な学習指導を行う事業を実施致しました。新型コロナウイルス感

染拡大による対面とオンラインのハイプリッド授業の体制で感染に最大限の注意を払いつつ、この 1年

間で学習教室を92回開催し、延べ参加人数は2,368人 でした。また、自前の弁当及び教材・食材の

配給も引き続き行っています。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用【6,749】 千円)

(2)そ の他の事業 (事業費の総費用 【 】千円)
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継続的に無償

で食事を提供

する事業

経済的に恵まれない子供た

ちに栄養価の高い食事を無

償で提供する。

毎週月、

木曜 日

17:30～

20:30

北区王子

地区
40人

王 子 地 区

の経 済 的

に恵 ま れ

ない子供

45人 3,434

学習す る居場

所の提供す る

事業

経済的に恵まれずに自宅に

いるような学習する居場所

を提供する。

毎週月、

木曜 日

17;30～

20: 30

北区王子

地区
40人

王子地 区

の経 済的

に恵 まれ

ない子供

45人
1,236

学習指導及び

学習サポー ト

する事業

経済的に恵まれず学習の機

会を得ることの少ない子ど

もたちに個別的な学習指導

や進学相談を提供する。

毎週月、

木曜 日

17 :30^‐

20:30

北区王子

地区
40人

王子 地 区

の経 済的

に恵 まれ

ない子供

45人 2,079
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法人名 : 寺子屋子ども食堂・王子

元書類収受日令和
'年

|1月 9日

差替書類収受日令和0年 12月 27日

(単位 :円 )

活動量墓書
2022年  9月  1日 2023年   8月  31日   まで

3,948,274

2,660,000

1,756,700

32
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3,948,274

4,416,700

718,500'

333,292

1,379,398

2,069,154

98,395

53,423

680,442

600

20,390

510,000

619,379

42,505

128,993

94,330

6,748,801

5,467

5,467

6,748,801

5,467

8,365,006

6,754 268

1, 10,738

9,223,921
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受取利8
任収益

墨常収■■

■饉常彙燿

1.事実費

(1)人件受

役員報酬

綸料手当

椰利厚生費

人伴費計

② その他
=1■通信運贄貴

賃僣

"地代
=賃新聞図書費

渭耗品費

材料費

綸費

支払手数料

旅美交通費

租腱公操

保険料

諾謝全

会議贅

交疎姜

城籠歯卸,

I

1.受取会費

正会員受取会費

賛助会員受取会費

2.受取寄付金

受取寄付金

3.受取助成金等

受取公的助成金

受取民間助成金

4.事業収益

子ども食堂事業収益

その他経費計

事業費計

2.管理費

(1)人件費

役員報酬

給料手当

法定福利費

人件費計

(2)その他経費

通信運搬費

雑費

支払手数料

旅費交通費

諸会費

その他経費計

管理費計

経常費用計

当期正味財産増減額

前期繰越正味財産額

次期繰越正味財産額



法人名 : 寺子屋子ども食堂・王子

貸借対皿表
2023年  8月  31日 現在

元書類収受日令和5年 11月
1日

差替書類収受日令和ケ竹2月 2ロ

(単位 :円 )

I の部

1.流動資産

現金預金

流動資産合計

2.固定資産
一括償却資産

緊急時積立資産

固定資産合計

資産合計

Ⅱ負債の部

1.流動負債

短期借入金

流動負債合計

2.固定負債

固定負債合計

負債合計

Ⅲ 正味財産の部

前期繰越正味財産

当期正味財産増減額

正味財産合計

負債及び正味財産合計

9,705,665

9,705,665

1,128,994

10 834 659

10,834,659

128,994

1,000,000

ｎ
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9,223,921

1,610,738

10,834,659

科   目 金  額
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l 重要な会計方針
財務諸表の作成は.NPO法人会計基準(2010年 7月 20日 2017年 12月 最終改正 NPO法 人会計

=摯
協議会)によつています.

(1)固定資産の減価償却の方法

有形固定贅産は、法人税法の規定に基づいて定事法で償却をしています.

無形固定賣産は、法人種法の規定に基づいて定額法で債力をしています.

(2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスを受入れは.活動計算■に計上しています。また計上額の算定方法は「3.施設の提供等の物

的サービスの受入の内訳」に記載しています。

(3) ボランティアによる役務の離
ボランティアによる役務の提供は.「 4.活動の原価の算定にあたつて必要なポランティアによる役務の提供の内訳」として江

記しています.

(1) 消彙税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています.

2.事業別根益の駅況

事業別損益の状況は
''下

の通りです.

3.使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

4.固定資たの増減内訳

固定贅たの増減は以下の通りです .

立:円 )

内  容 |||‐,,_ 当翔増加額 期 べ

"高
備
~ 

考
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キタノコドモミライカ́ ,60 |||. l.760.000

公番研|1法 人オツンクス官内,イ団 766.700 756.7()0

公益豆而法人戸¬澤―・成,,,薬 財□ 1 000.000 1.000.000

合  計 4.416.700 4,416.700

(Ⅲ

合 計事察都円計科  曰

3,708.2'4

100,000

4.555,7∞

0

32

3,708,274

100.000

4.556.700

0

3232

3,708,274

100,000

4.556.700

8,365,0068,365,0008.365.006

94.330

6〔)0

718.500

333,2,2

1,371,398

2.069,154

98,315

58,390

680,442

128,993

20,390

510,000

619,37'

42.5()5

6.754.2686.748.80

94,330

600

718.500

333,292

1.3'9,398

2.009,154

98.395

53,423

680,442

128,993

20,390

510,000

019,379

42,505

5,467

5,467

”

∞

∞

333.2921

1.379.3981

2.009.1541

98.3951

53.4231

68o,4421

128.998

20.3,0

510,000

619.379

42,505

6,748,801
6.467 6.754.2606.748.8016,743.301

1.610.7381.616.205 △ 5,4671,616.206

受取会費
■取寄付金
受取助成金■

事業収益
その他収益

常収益計
1常費用

人件■
役員報副

給料子当

法定福利棄
人件■■
そOL経費

通信運搬費

地代家賃
印刷製本,
,ゆ 耗品費
材料費
蛯費
支払手数料

旅費交通費

鳳価償却費
保険料
諸謝金
会議費
交際費
その他籠彙計

饉常費用計
当珀饉奮増

"薇
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I経常収益

■■■■

ほ価使却果計韻効末取得価籟科  曰

128,994

1.000,αЮ

128.,98 257.987

1.∞0.∝Ю

128.91,3386.980

1,αЮ,α

"

有形固定資産

―括償却資産

投資その他の貪産

緊急時運営積立資産

1.128,9941.257.987 128,9931.386,980 128,993合  計
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法人名 : 寺子屋子ども食堂・王子

量産旦量
2023年  8月  31日 現在

(単位 :円 )

科  目

706,244

3,999,846

4,999,575

9,705,665

1,128 994

10,834,659

10,834,659

77,734

1,000,000

51,2

I資産の部

1.流動資産

現金預金

手許現金

三菱UFJ銀行

郵貯銀行

流動資産合計

2.固定資産

一括償却資産

電子レンジ

冷蔵庫

特定資産 緊急時積立資産

固定資産合計

資産合計
Ⅱ負債の部

1.流動負債

短期借入金

流動負債合計

2.固定負債

固定負債合計

負債合計

正味財産

金  額



書式第 18号 (法第 28条関係)

事 業 報 告 用

令和 4年度年間役員名簿
(薔事業年度において役員であつたことがある全員の氏名及び住所又は居所菫

びにこれらの者についての前事彙年度における●口の有無を颯載した名簿)

壺鐘里L豊団二重畦△圭1量I」雪上皇堂」三二

1 確認事項 (法第 20条及び第 21条を確認の上、チェックを入れてください。)

□以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係)

□各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第21条関係)

2 役員一覧

役 名
どちらかにO

(フ リガナ) 前事業年度内の

就任期間
報酬を受けた期間

(該 当者のみに記入)
氏   名

1 ・監事

シマムラ カツミ 令和 4年

令和 5年

9月  1日

8月 31日

年

年

月

月

日

日島村 勝已

2
〆
~ヽ

、奎ジ・監事

タカハシ ヒロオ 令和 4年

令和 5年

9月  1日

8月 31日

年  月  日

年   月   日高橋 弘夫

3

ミムラ ヒロコ
令和 4年

令和 5年

9月  1日

8月 31日

年

年

月

月

日

日三村 博子

4 ・監事

コンドウ トオル 令和 4年

令和 5年

9月  1日

8月 20日

年

年

月

月

日

日近藤  徹

5 ・監事

タキサ
゛
ワ  ユウイチロウ 令和 4年

令和 5年

9月  1日

8月 31日

年

年

月

月

日

日瀧澤 雄一郎

6 ・監事
.l ) ra -?y- 令和 4年

令和 5年

9月  1日

8月 31日

年  月  日

年  月  日井上 まつ江

7 ・監事

ヤマカ
゛
ミ  ヒロヒサ 令和 4年

令和 5年

9月  1日

8月 31日

年 月

月

日

日年山上 博久

8
′
~ヽ

堅ヽノ・監事
サ トウ チカコ 令和 4年

令和 5年

9月  1日

8月 31日

年 月

月

日

日年佐東 千賀子

9 理事
o

イシカフ トモユキ 令和 4年

令和 5年

9月  1日

8月 31日

年 月

月

日

日年石川 元亨

⌒

Q望ジ・監事



書式第 4号 (法第 10条 。第 28条関係 )

社員のうち10人以上の者の名簿

令和 5年 8月 31日 現在

特定非営利活動法人寺子屋子ども食堂・王子

氏   名

1 島村 勝已

2 高橋 弘夫

3 三村 博子

4 近藤  徹

5 島村 大輔

6 坂下 睦子

7 瀧澤 雄一郎

8 高木 千恵

9 石川 元亨

10 井上 まつ江

11 山上 博久

12 佐東 千賀子




